
章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

第１部　総論 

第１章　はじめに p8

１　計画の策定主旨 p8

２　計画の基本理念 p9

３　計画の位置付け p9

４　計画期間 p9

５　計画の推進 p9

第２章　道路交通事故の現状

１　第11次東京都交通安全計画の目標と成果 p11

２　交通情勢等 p12

３　道路交通事故の状況 p13

第３章　鉄道及び踏切の事故の現状

１　第11次東京都交通安全計画の目標と成果 p29

２　鉄道及び踏切の事故の状況 p29

第４章　第12次東京都交通安全計画の目標

　 １　道路交通事故の目標 p31

２　鉄道事故の目標 p31

３　踏切事故の目標 p31

第５章　重視すべき視点

１　高齢者及び子供の交通安全の確保 p32

２　自転車の安全利用の推進 p35

３　二輪車の安全対策の推進 p36

４　飲酒運転の根絶 p37

５　特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの安全対策の推進 - 新規追加

６   外国人の交通安全対策の推進 - 新規追加

７　先進技術の活用 p38 国の計画に倣い「先端」→「先進」に修正

第２部　講じようとする施策 p39

第１編　道路交通の安全 p39

第12次東京都交通安全計画　目次案 資料５
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

第１章　道路交通環境の整備 p40

１安全安心な生活道路の構築 p41

(1) 歩道の整備 p41

(2) 生活道路及び通学路等における交通事故防止対策の推進 p41

ア 生活道路における交通事故防止対策の推進 p41

イ 通学路等における児童等の安全確保に関する取組 p41

ウ 通学路等における交通安全点検等の推進 p41

エ 生活道路及び通学路等における交通安全対策の技術支援等の取組 p42

(3) 市街地等の構造改善 p42

２幹線道路における交通安全対策の推進 p42

(1) 道路の整備 p42

ア 国道の整備 p42

イ 骨格幹線道路の整備 p43

ウ 地域幹線道路の整備 p43

エ 山間・島しょ地域の道路整備 p43

オ 市町村が実施する道路整備事業の補助 p43

(2) 交差点の改良 p44

ア 主要交差点の立体交差化 p44

イ 交差点の改良 p44

３交通安全施設等整備事業の推進 p44

(1) 横断歩道橋等のバリアフリー化 p44

(2) 防護柵の整備 p44

(3) 道路照明の整備 p44

(4) 道路標識等の整備 p45

ア わかりやすい案内標識等の整備 p45

イ 規制標識等の整備 p45

(5) 信号機の整備・高度化 p45

ア ゆとりシグナルの整備 p45

イ 歩車分離式信号機の整備 p45

ウ 右折感応型信号機の整備 p46
令和７年度実施計画には記載がないので、

不要な場合は削除
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

(6) 交通管制システムの高度化 p46

ア 交通管制システムの高度化 p46

イ プローブ情報を活用した信号制御の最適化 p46

ウ 交通情報収集・提供機能の強化 p46

エ ITSの活用推進 p46-47
令和７年度実施計画には記載なしなので、

不要な場合は削除

(ｱ) TSPS(信号情報活用運転支援システム) p47
令和７年度実施計画には記載なしなので、

不要な場合は削除

(ｲ) PTPS(公共車両優先システム) p47
令和７年度実施計画には記載なしなので、

不要な場合は削除

オ 交通公害低減システムの整備 p47

(7) その他の交通安全施設等の整備 p47

(8) 危険箇所を発見するための二次点検プロセスの推進 p47

(9) 事故多発箇所等における交通安全施設の整備 p48

ア 交差点改良等による交通事故防止対策 p48

イ 信号機の多現示化 p48

ウ 要請等に基づく交通安全施設等の整備 p48

(10) 駐車施設の整備・拡充 p48

ア 二輪車の駐車対策 p48

(ｱ) 区市町村、駐車場事業者等との協力など p48

(ｲ) 自動二輪車用駐車場整備助成事業 p49

イ 様々な主体による自動車駐車施設の整備促進等 p49 R7実施計画のタイトル名に修正

ウ 大規模小売店舗立地法に基づく駐車場の整備 p49

(11) 交通環境のバリアフリー化 p49

(12) 市町村等実施交通安全施設整備の補助 p50

４ 高速道路における安全施設の整備等 p50

(1) 高速道路等の整備等 p50

(2) 高速道路等における安全施設の整備等 p50

ア 事故削減に向けた総合的施策の集中的実施 p50-51

イ 安全で快適な交通環境づくり p51

ウ 高度情報技術を活用したシステムの構築 p51
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

エ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）の推進 p97 →内容を加味し、第４章P97から移動

(3) 高速道路における標識等の整備 p51

５ 交通規制の実施 p52

(1) 交通実態に即した交通規制 p52

ア 路線対策 p52

イ 生活道路 p52

ウ 高齢者対策 p52

エ 自転車対策 p52

オ 二輪車対策 p52

(2) 先行交通対策 p52

６ 自転車利用環境の総合的整備 p53

(1) 自転車通行空間の整備等 p53

ア 自転車通行空間の整備 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

イ 自転車通行空間の適正利用の促進 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(2) 自転車駐車場の整備 p53

ア 国庫補助等による整備促進 p53

イ 自転車等駐車場の整備に関する支援 p53

ウ 小売業者、鉄道事業者等による整備等 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(3) 自転車シェアリングの普及促進 p53

７ 渋滞対策の推進 p54

(1) ITS等を活用した渋滞対策 p54

(2) 車両停車帯の整備 p54

(3) ｢第４次交差点すいすいプラン｣の推進 p55 R7実施計画のタイトル名に修正

(4) 臨海部の交通ネットワーク機能の強化 p55

８ 公共交通機関利用の促進 p55

(1) 公共交通機関への転換対策の推進 p55

ア バス運行情報の提供 p55 R7実施計画のタイトル名に修正

イ バスレーン対策 p55

ウ 誰にでも乗り降りしやすいバス整備事業の補助 p55
事前アンケートにおいて廃止予定とのこと

なので、削除予定

エ ノンステップバスの導入 p55
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

(2) 乗換えの利便性の向上 p56

(3) パークアンドライドの普及促進 p56

９ その他の道路交通環境の整備 p56

(1) 橋梁の整備 p56

(2) 道路の緑化 p56

ア 道路緑化の推進 p56

イ 既設道路の緑化推進 p56

(3) 道路の使用及び占用の抑制 p57

(4) 不法占用物件等の排除 p57

(5) 街区公園・近隣公園等整備の補助 p57

第２章　交通安全意識の啓発 p58

１ 段階的・体系的な交通安全教育の推進 p59

(1) 交通安全教育の指針 p59

(2) 学校等における交通安全教育 p59

ア ｢安全教育プログラム｣による交通安全教育の推進 p59

イ 幼稚園等における交通安全教育 p59

ウ 小学校における交通安全教育 p59

エ 中学校における交通安全教育 p60

オ 高等学校における交通安全教育 p60

カ 特別支援学校における交通安全教育 p60

キ 学習指導要領等に基づく薬物乱用・飲酒等防止の指導 p61

ク 指導者の育成と指導内容の充実 p61

ケ 高校生の交通事故防止対策連絡会議の開催 p61

コ 学校に対する交通安全情報の提供 p61

サ 参加・体験型交通安全教育等の充実 p61

(3) 高齢者に対する交通安全教育 p62

ア 老人クラブ、高齢者サークル等における交通安全教育 p62

イ 普及啓発活動の推進 p62

ウ 参加・体験型交通安全教育等の充実 p62

エ バス車内転倒事故防止活動の推進 p63

(4) 運転者に対する交通安全教育 p63

5 ページ



章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

ア 地域、職域 p63

イ 企業内 p63

ウ 免許取得後の教育の充実 p63

(5) 横断歩行者の安全確保に関する教育 p63

(6) 自転車利用者に対する交通安全教育 p64 総論

ア 未就学児への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

イ 保護者への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

ウ 学校における交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

エ 事業者への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

オ 地域団体への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

カ 高齢者への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

キ 外国人の自転車利用者への交通安全教育 ‐
項目追加（自転車計画を踏まえ）

★新規重点項目

ク 電動アシスト自転車の利用者への交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

ケ 自転車シェアリング等の利用者に対する交通安全教育 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(7) 二輪車運転者に対する交通安全教育 p65

(8) 身体障害者に対する交通安全教育 p65

(9) 外国人に対する交通安全教育 p66 ★新規重点項目

(10) 交通安全教育推進のための教材資料の充実 p66

ア 学校教育用資料の配布等 p66

イ 交通安全映像教材の貸出 p66

２ 地域における交通安全意識の高揚 p66-67

(1) 地域の交通安全組織の拡大と育成 p66-67

(2) 地域や家庭における交通安全教育等の推進 p67

ア 地域 p67

(ｱ) 子供対策 p67

(ｲ) 若年層対策 p68

(ｳ) 高齢者対策 p68 →第２章２(２)ア(ｳ)の内容を追加

(ｴ) 自転車利用者対策 p68

イ 家庭 p70
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

(3) 地域ぐるみの交通安全運動の推進 p70-71

ア ｢全国交通安全運動(春・秋)｣、｢冬のTOKYO交通安全キャンペーン｣等の実施 p70-71

イ ｢東京都交通安全日｣の実施 p71

ウ ｢暴走族追放強化月間｣の実施 p71

エ ｢トワイライト・オン運動｣等の推進 p71

(4) 区市町村の交通安全教育の推進・支援 p72

ア 交通安全教育講習会の実施 p72

イ 区市町村の交通安全対策事業への支援 p72

ウ 地域における啓発活動との連携強化 p72 →内容を加味し、第２章２(２)ア(ｳ)に移動

(5) 交通安全点検等の推進 p72

３ 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 p72

(1) 多様な広報媒体による広報活動の充実 p72

(2) 関係機関が連携した広報啓発等の実施 p73

ア 知事名による｢交通死亡事故多発緊急事態宣言｣の発出 p73 R7実施計画のタイトル名に修正

イ 共通の交通事故防止対策スローガン等を用いた広報の実施 p73 R7実施計画のタイトル名に修正

(3) 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 p73

(4) 通学路等の周辺を通行する運転者に対する啓発活動等 p74

(5) 妨害運転等防止に向けた安全運転に関する広報啓発 R7実施計画p55 R7実施計画のタイトル名追加

(6) シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の推進 p74

(7) 薄暮時及び夜間の交通安全対策の推進 p74

(8) ポスターの制作等を通じた啓発活動の推進 p74

(9) 自転車用ヘルメット着用促進に向けた啓発活動の推進 p75

(10) 自動車運転者に対する自転車の車道走行への配慮 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(11) 運転中の携帯電話等の不使用の徹底 p75

R7実施計画p57
R7実施計画のタイトル名追加

★新規重点項目

第３章 道路交通秩序の維持 p76

１ 指導取締りの強化 p76

(1) 交通事故防止に資する交通指導取締りの推進 p77

(2) 横断歩行者妨害違反の取締り R7実施計画p60 R7実施計画のタイトル名追加

(3) 通学路等における指導取締り p78

(12) 特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク等の

電動モビリティの利用等に対する啓発活動の推進
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(4) 二輪車対策の推進 p77

(5) 自転車利用者対策の推進 p77

(6) 電動モビリティに対する取締り R7実施計画p61
R7実施計画のタイトル名追加

★新規重点項目

(7) 携帯電話使用等の取締りの推進 p77

(8) シートベルト着用及びチャイルドシート使用義務違反の指導取締り p78

(9) 暴走族の取締り等 p78

(10) 整備不良車両の取締り p78

ア 指導取締りの実施 p78

イ 不正改造車を排除する運動等 p78

(11) 過積載防止対策の推進 p79

ア 過積載事犯取締り等 p79

 イ 高速道路における過積載防止対策の推進 p79

ウ 特殊車両通行許可制度 p79

エ 過積載防止対策連絡会議等 p79

オ 過積載防止対策庁内連絡会議 p80

(12) 高速道路における車両制限令違反車両に対する取締強化 p80 R7実施計画のタイトル名に修正

ア 現場取締りの実施、指導又は措置命令 p80

イ 自動軸重計カメラによる警告の実施 p80

ウ 反復違反者・悪質違反者への是正指導 p80

エ 事業者への周知 p81

(13) 交通取締り用装備資器材の整備拡充 p81

(14) 自動車排出ガス及び騒音の取締り p81

(15) 危険物の輸送に関する指導取締り p81

２ 悪質な交通事故事件等に対する適正かつ緻密な捜査の推進・強化 p81

(1) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進 p81

(2) 悪質・危険な妨害運転等に対する積極的な捜査の推進 p82

(3) 悪質な交通事故事件等に対する厳正な捜査の推進 p82

(4) 科学的な交通事故事件捜査の推進 p82

３ 駐車秩序の確立 p82

(1) 違法駐車の取締り p82
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

ア 使用者責任の追及等 p82

イ 重点的取締り p83

(2) 地域実態に応じた駐車規制の推進と駐車許可制度の適切な運用 p83 R7実施計画のタイトル名に修正

(3) 荷さばき駐車需要に応じた駐車スペースの確保 p83

(4) 路外駐車場の整備促進 p83

(5) 駐車関係機関、団体との連携 R7実施計画p67 R7実施計画のタイトル名追加

(6) 違法駐車抑止に向けた広報・啓発活動 p83

(7) 違法駐車等防止条例の運用支援 p83

(8) 自動車の保管場所確保の徹底 p84

(9) 放置自転車対策の推進 p84

ア 放置自転車の実態調査 p84

イ 駅前放置自転車クリーンキャンペーンの推進 p84

ウ 駅前放置自転車対策事業に関する知事感謝状の贈呈 p84

(10) 自転車等の駐車場所の確保等の推進 p84

(11) 自転車等駐車場の利用の促進 p84

(12) 適正な駐輪場の啓発 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

ア 小売業者、鉄道事業者等における啓発 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(ｱ) 分かりやすい駐輪場の案内 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(ｲ) 他の交通手段の利用案内 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

イ 一般事業者による啓発 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(ｱ) 自転車通勤をする従業者に対する駐輪場所の確保・確認 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(ｲ) 自転車での来客等へ啓発 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

(13) 放置自転車の撤去等 ‐ 項目追加（自転車計画を踏まえ）

第４章 安全運転と車両の安全性確保 p85

１ 安全運転の確保 p86

(1) 運転者教育の充実 p86

 ア 運転者教育の効果的推進 p86

イ 運転免許取得時講習の充実 R7実施計画p71 R7実施計画のタイトル名追加

ウ 更新時講習の充実 p86

エ 違反者に対する運転者教育の充実 p86

オ 交通短期保護観察処分者に対する交通安全教育 p87
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章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

カ 指定自動車教習所に対する指導監督の強化 p87

キ 運転免許申請時・運転免許証更新時における正しい申告の徹底 p87

(2) 高齢運転者事故防止対策の推進 p87

ア 高齢運転者向け運転適性検査機器等の活用 R7実施計画p73 R7実施計画のタイトル名追加

イ 認知機能検査及び高齢者講習の円滑な受検・受講への対応 R7実施計画p73 R7実施計画のタイトル名追加

ウ 高齢者講習の充実 p87

エ 臨時適性検査等の円滑な運用 p88 R7実施計画のタイトル名に修正

オ 高齢運転者に対する交通安全教育の推進 p88

カ 高齢者支援施策等の推進 p88

(3) 二輪車事故防止対策の推進 p88

ア 二輪車利用者の交通安全意識の高揚 p88

イ セーフティドライブ・コンテストの実施 p88

ウ 二輪車安全運転推奨シール交付制度 p88

エ 協力団体等を通じた交通安全情報の伝達 p88

(4) 貨物自動車事故防止対策の推進 p89

ア トラックストップ作戦等を通じた広報啓発活動 p89

イ 児童等に対する交通安全教育の推進 p89

(5) 飲酒運転対策の推進 p89

ア 飲酒運転前歴者に対する再犯防止教育 p89

イ アルコール依存症者等への支援(精神保健福祉センターにおける相談の実施) p89

(6) 免許関係手続の整備 p90

ア (仮)各種免許関係手続の利便性向上 R7実施計画p77 R7実施計画のタイトル名追加

イ (仮)利便性を考慮した運転免許行政 R7実施計画p77 R7実施計画のタイトル名追加

ウ 運転免許試験の多言語化と適性水準の維持 R7実施計画p77 R7実施計画のタイトル名追加

(7) 安全運転管理の充実 p90

ア 安全運転管理者及び副安全運転管理者 p90

イ 安全運転管理指導者制度 p90

(8) 自動運転に関する許可及び公道実証実験への対応 p91 R7実施計画のタイトル名に修正

(9) 交通労働災害の防止 p91

ア 交通労働災害防止ガイドラインの周知・徹底 p91

イ 関係団体が実施する交通労働災害防止活動の指導援助 p91
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(10) 労働条件の適正化 p91

ア 労働条件に関する監督・指導 p91

イ 自動車運転者の労働時間等の改善対策 p91

ウ 関係行政機関との連携強化 p92

(11) 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実等 p92

ア 運行管理者制度の充実・徹底 p92

イ 運送事業者等に対する指導・監督 p92

ウ 事故情報の多角的分析 p92-93

エ 運行管理者等に対する指導講習の充実 p93

オ 事業用自動車運転者に対する安全教育、適性診断受診の徹底 p93

カ 運行管理の高度化及び先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援 p93

キ エコドライブの推進 p94

ク ｢事業用自動車総合安全プラン2025｣に基づく対策の実施 p94

ケ 貨物自動車運送事業安全性評価事業の促進等 p94-95

コ 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Ｇマーク制度)の推進 p95

サ 乗務員に対する事故防止啓発活動の推進 p95

シ 貸切バス等の乗客に対するシートベルトの確実な着用の徹底 p95

ス 貸切バス安全性評価認定の取得の促進 p95

セ 貸切バス適正化事業(巡回指導)の推進 p95

(12) 自動車運転代行業の業務適正化 p96

(13) 道路交通に関する情報の収集と提供 p96

ア 高度道路交通システム(ITS)の推進 p96 第１章へ移動

ア 高速道路情報の提供 p96

イ 首都高速道路情報の提供 p96

(ｱ) 正確で即時性の高い道路交通情報の提供 p96

(ｲ) ネットワークを活用するための道路交通情報の提供 p96

(ｳ) 情報提供装置の高度化 p96

ウ 気象情報等の充実 p96-97

２ 車両の安全性の確保 p97

(1) 自動車検査施設の整備 p97

(2) 指定自動車整備事業(民間車検)制度の充実・強化 p97

11 ページ



章 節 項 目 細目 （参考）現行計画ページ 備考

ア 指定工場の拡大 p97

イ 指定整備事業の指導監督の充実 p97

(3) 自動車の点検・整備の徹底 p97

ア 定期点検整備等の充実 p97

イ 不正改造車の排除 p97-98

ウ 街頭検査、整備管理者研修、自動車運送事業者の監査等の実施 p98

(4) 自動車整備事業対策 p98

ア 自動車の新技術への対応 p98

イ 自動車特定整備事業の適正化及び指導 p98

(5) 自転車の点検整備等の啓発 p99

(6) 自転車安全利用促進事業の補助 p99

(7) 特定小型原動機付自転車等の保安基準 ‐ 項目追加★新規重点項目

第５章 救助・救急体制の整備 p100

１ 救助・救急体制の充実 p101

(1) 救急事故現場及び搬送途上における救急処置の充実・強化 p101

ア 交通救助・救護体制の充実・強化 p101

イ 救急体制の充実 p101 R7実施計画のタイトル名に修正

ウ 航空救急活動体制の充実 p101

エ 高速道路等における救助・救急体制の充実 p101

(2) 救助・救急設備等の充実 p102

ア 救急車の増強整備等 p102

イ 救急出場に係るシステムの充実 p102

(3) 救急医療機関等との連携強化 p102

(4) 多数傷病者発生時の救助・救急体制の充実・強化 p102

ア 資器材の整備 p102

イ 消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー)の充実 p102

ウ 患者等搬送事業者との連携 p102

エ 東京DMAT*1と連携した救助・救急体制の強化 p103

(5) 応急手当等の普及啓発の推進 p103

ア 都民に対する応急手当の普及啓発 p103

イ 運転者に対する応急救護処置に関する知識の普及 p103
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(6) ｢#7119｣東京消防庁救急相談センターの利用促進及び運営体制の強化 p103-104

２ 救急医療体制の整備 p104

(1) 救命救急センター等の整備 p104

(2) 小児救急医療体制の確立 p104

第６章 被害者の支援 p105

１ 交通事故相談業務の充実 p106

(1) 相談体制の充実・強化 p106

(2) 交通事故相談所の運営 p106

２ 交通事故事件被害者等に対する連絡制度 p106

３ 被害者支援制度の充実 p106

(1) 交通遺児等に対する施策 p106

ア 交通遺児等生活資金の貸付等 p106 R7実施計画のタイトル名に修正

イ 育英資金貸付事業に対する補助 p107

ウ 児童育成手当の支給 p107

(ｱ) 育成手当 p107

(ｲ) 障害手当 p107

エ スポーツ等の各種イベントの機会等を活用した遺児への支援 実施計画ｐ99 R7実施計画のタイトル名追加

(2) 重度後遺障害者に対する介護料の支給等 p107

(3) 重度後遺障害者に対する治療及び看護を行う施設の設置、運営 p108

(4) 公共交通事故による被害者等に対する支援 p108

ア 被害者等の支援に備えた取組 p108 R7実施計画のタイトル名に修正

(ｱ) 被害者等への支援体制の整備 p108

(ｲ) 交通事業者における被害者等支援計画作成の促進等 p108 R7実施計画のタイトル名に修正

イ 事故発生時の取組 p108 R7実施計画のタイトル名に修正

(ｱ) 事故発生直後の対応 p108 R7実施計画のタイトル名に修正

(ｲ) 中長期的対応 p108 R7実施計画のタイトル名に修正

４ 自動車損害賠償責任保険等への加入促進 p109

(1) 原動機付自転車等の損害賠償責任保険の加入促進 p109

(2) 自転車損害賠償保険等への加入促進 p109

ア 自転車利用者等による保険加入 ― 項目追加（自転車計画を踏まえ）

イ 自転車損害賠償保険等への加入の確認等 ― 項目追加（自転車計画を踏まえ）
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ウ 自転車損害賠償保険等への加入啓発 ― 項目追加（自転車計画を踏まえ）

第７章 災害に強い交通施設等の整備及び災害時の交通安全の確保 p110

１ 災害に強い交通施設等の整備 p111

(1) 道路橋梁等の耐震性の強化 p111

(2) 公共交通機関 p111

ア 情報伝達訓練及び防災訓練の実施 p111

イ 緊急時の連絡体制 p111

ウ 避難誘導マニュアルの整備 p111

(3) 無電柱化の促進 p111

ア 共同溝の建設 p111

イ 無電柱化 p112

ウ 無電柱化に合わせた信号用ケーブルの地下線化 p112

(4) 交通規制用資器材等の整備 p112

(5) 災害に備えた道路情報ネットワーク網構築 p113

(6) 災害に備えた気象情報等の充実 p113

２ 災害時の交通安全確保 p113

(1) 緊急通行車両等の交通確保 p113

ア 震災時における第一次交通規制の実施 p113 R7実施計画のタイトル名に修正

イ 震災時における第二次交通規制 の実施 p113 R7実施計画のタイトル名に修正

ウ 災害時等における運転者等に対する情報提供 p113

エ 緊急道路障害物除去 p113-114

(2) 信号機の滅灯対策 p114

(3) 救急活動等 p114

ア 消防救助機動部隊の活用 p114

イ 東京DMATの編成 p114

ウ 患者等搬送事業者との連携 p114

(4) 大規模事故時等の交通規制の実施 p115

(5) 災害への備えに関する広報啓発 p115

(6) 大規模事故時等の各機関の相互連携の確保 p115

第８章 調査研究の推進 p116

交通事故対策調査 p116
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交通事故発生状況の分析 p116

駅前放置自転車実態調査 p116

都道における交通事故調査 p117

首都高速道路の交通事故分析・安全対策計画等の検討 p117
令和７年度実施計画には記載なしなので、

不要な場合は削除

第２編 鉄道及び踏切の交通安全 p118

第１章 鉄道の交通安全 p119

１ 鉄道交通環境の整備 p120

(1) 鉄道施設等の安全性の向上 p120

ア 線路保守ほか、駅建物等の耐震化等 p120

イ 地下鉄の早期運行再開を図るための耐震対策 R7実施計画p115 R7実施計画のタイトル名追加

ウ トンネル管理(地下鉄構造物の長寿命化) p120

エ ホームドア・ホーム柵の整備 p120

オ ホームドア等整備促進事業 p121

カ ホームドア整備加速緊急対策事業 R7実施計画p116 R7実施計画のタイトル名追加

(2) 運転保安設備等の整備 p121

(3) 利用しやすい駅施設等の整備 p122

ア 駅のバリアフリー化 p122

(ｱ) 鉄道駅エレベーター等整備事業の補助 p122

(ｲ) エレベーター等の整備 p122

イ 視覚障害者誘導用ブロック、案内標示等の整備 p122

ウ 車両の整備 p123

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 p123

３ 鉄道の安全な運行の確保 p123

(1) 運行管理体制の充実 p123

(2) 運転士の資質の保持 p123

(3) 乗務員、保安要員の教育の充実、資質の向上 p124

(4) 乗務員等の安全管理 p124

(5) 気象情報等の充実 p124

(6) 安全上のトラブル情報の共有・活用 p125

(7) 鉄道事業者に対する保安監査の実施 p125
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(8) 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 p125

(9) 運輸安全マネジメント評価の実施 p126

(10) 計画運休への取組 p126

４救助・救急活動の充実 p126

(1)緊急時における救助救急体制の整備 p126

(2)大規模事故等への対策 p127

(3)鉄道事業者等の取組 p127

５被害者支援の推進 p127

(1)被害者等の支援に備えた取組 p127

ア 被害者等への支援体制の整備 p127

イ 交通事業者における被害者等支援計画作成の促進 p127

(2)事故発生直後の取組 p127

(3)中長期的対応 p128

第２章 踏切の交通安全踏切の交通安全 p129

１ 踏切道の立体交差化、構造改良及び歩行者等立体横断施設の整備等の促進、バリアフリー化の促進 p129 国の計画に倣い項目名追加

(1) ｢踏切対策基本方針｣に基づく踏切対策の促進 p130

(2) 踏切道の立体交差化、構造改良及び歩行者等立体横断施設の整備等の促進、バリアフリー化の促進 p130 国の計画に倣い項目名追加

２ 踏切保安設備の整備 p131

３ その他踏切道の安全を図るための措置 p132

附属資料 p129

１ 東京都交通安全対策会議委員名簿 p134

２ 所管機関一覧 p135

３ 第12次東京都交通安全計画作成経過 p136

４ 交通安全対策基本法（抜粋） p137

５ 交通事故統計等 p139
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